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議
案
第
八
十
二
号 

 原
子
力
災
害
の
損
害
賠
償
等
に
関
す
る
責
任
あ
る
対
応
を
求
め
る
意
見
書
提
出
の
件 

  

本
議
案
を
、
福
島
市
議
会
会
議
規
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
別
紙
の
と
お
り
提
出
い
た
し
ま
す
。 

  
 

平
成
二
十
六
年
八
月
十
二
日 

  
 
 
 

福
島
市
議
会
議
長 

佐 
藤 

一 

好 

様 

  

提 

出 

者 

東
日
本
大
震
災
復
旧
復
興
対
策
並
び
に 

原
子
力
発
電
所
事
故
対
策
調
査
特
別
委
員
会 

委
員
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

小

野 
 

京 

子 
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（
別
紙
） 原

子
力
災
害
の
損
害
賠
償
等
に
関
す
る
責
任
あ
る
対
応
を
求
め
る
意
見
書 

 

 

原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
に
よ
る
「
指
針
」
に
よ
り
自
主
的
避
難
等
対
象
区
域
と
さ
れ
た
本
市
に
お
い
て
は
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子

力
発
電
所
事
故
に
よ
り
、
多
数
の
市
民
が
被
害
を
受
け
、
事
故
か
ら
三
年
を
経
過
し
た
現
在
も
放
射
能
へ
の
不
安
や
苦
痛
の
中
で
の
生
活
を
余
儀

な
く
さ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
原
子
力
災
害
に
よ
る
被
害
は
、
い
ま
だ
収
束
の
目
途
は
立
た
ず
、
本
市
に
お
い
て
は
、
五
千
人
以
上
の
市
民
が
自
主
的
に
避
難
を
し
、

ま
た
放
射
能
へ
の
不
安
か
ら
の
精
神
的
な
苦
痛
が
、
様
々
な
形
で
続
い
て
い
る
中
で
、
多
数
の
市
民
に
つ
い
て
ご
く
わ
ず
か
の
期
間
し
か
精
神
的

損
害
は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
本
市
に
係
る
自
治
体
の
損
害
賠
償
に
つ
い
て
も
、
十
分
な
対
応
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。 

よ
っ
て
、
国
に
お
い
て
は
、
原
子
力
政
策
を
国
策
と
し
て
推
進
し
て
き
た
責
任
の
も
と
、
原
子
力
災
害
の
損
害
賠
償
等
に
関
す
る
次
の
事
項
に

つ
い
て
、
責
任
あ
る
対
応
を
行
う
よ
う
強
く
求
め
る
。 

一 

東
京
電
力
に
対
し
て
、
「
指
針
」
は
賠
償
範
囲
の
最
小
限
の
基
準
で
あ
る
こ
と
を
深
く
認
識
さ
せ
、
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
解
決
セ
ン
タ
ー

の
和
解
仲
介
案
を
尊
重
す
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と 

二 

東
京
電
力
に
対
し
て
、
原
子
力
災
害
に
係
る
全
て
の
損
害
に
対
し
、
原
子
力
災
害
が
完
全
に
収
束
す
る
ま
で
の
間
、
賠
償
を
継
続
し
、
あ
わ

せ
て
原
子
力
災
害
の
早
期
収
束
を
図
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と 

三 

東
京
電
力
に
対
し
て
、
個
人
や
事
業
主
が
除
染
実
施
計
画
に
準
じ
、
独
自
に
実
施
し
た
全
て
の
除
染
費
用
に
つ
い
て
も
賠
償
の
対
象
と
し
、

自
主
的
な
避
難
等
に
係
る
賠
償
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
態
に
見
合
っ
た
十
分
な
賠
償
を
最
後
ま
で
確
実
に
行
う
こ
と
に
加
え
、
全
て
の

被
害
者
が
確
実
に
賠
償
さ
れ
る
よ
う
未
請
求
者
へ
の
周
知
等
に
つ
い
て
適
切
に
対
応
す
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と 

四 

東
京
電
力
に
対
し
て
、
市
民
の
安
全
安
心
を
守
る
た
め
の
様
々
な
費
用
や
地
域
復
興
の
た
め
に
要
し
た
費
用
及
び
普
通
税
・
目
的
税
の
減
収 

分
に
つ
い
て
は
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
と
の
相
当
因
果
関
係
が
当
然
認
め
ら
れ
、
原
子
力
災
害
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、 

さ
ら
に
税
の
減
収
分
に
つ
い
て
は
、
「
指
針
」
に
お
け
る
「
特
段
の
事
情
」
が
あ
る
も
の
と
し
て
、
本
市
が
請
求
し
て
い
る
全
額
に
つ
い
て
、
迅 

速
か
つ
確
実
に
賠
償
を
行
う
よ
う
指
導
す
る
こ
と 

五 

全
て
の
被
害
者
へ
の
賠
償
が
、
迅
速
か
つ
確
実
に
行
わ
れ
る
よ
う
「
指
針
」
の
追
加
、
見
直
し
を
適
宜
行
う
こ
と
に
加
え
、
本
市
復
興
と
被

害
者
一
人
一
人
が
原
子
力
災
害
以
前
の
生
活
を
取
り
戻
す
た
め
に
必
要
な
各
種
施
策
を
講
じ
る
こ
と 

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。 
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成 

 

年 
 

月 
 

日 

福
島
市
議
会
議
長 

 

佐 
 
 

藤 
 
 
 

一 
 
 

好 
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あ 

て 

 

 
 

衆

議

院

議

長 
 

 

 
 

参

議

院

議

長 
 

 

 
 

内

閣

総

理

大
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文

部

科

学

大

臣 
 

 

 
 

経

済

産

業

大
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復

興

大
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（
提
案
理
由
） 

 

国
に
対
し
、
原
子
力
災
害
の
損
害
賠
償
等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
責
任
あ
る
対
応
を
行
う
よ
う
求
め
る
た
め
本
意
見
書
を
提
出
す
る
。 
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議
案
第
八
十
三
号 

 精
神
的
損
害
の
一
律
的
な
賠
償
の
継
続
を
求
め
る
意
見
書
提
出
の
件 

  

本
議
案
を
、
福
島
市
議
会
会
議
規
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
別
紙
の
と
お
り
提
出
い
た
し
ま
す
。 

  
 

平
成
二
十
六
年
八
月
十
二
日 

  
 
 
 

福
島
市
議
会
議
長 

佐 
藤 

一 

好 

様 

  

提 

出 

者 

東
日
本
大
震
災
復
旧
復
興
対
策
並
び
に 

原
子
力
発
電
所
事
故
対
策
調
査
特
別
委
員
会 

委
員
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小

野 
 

京 

子 
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あ 

て 

（
別
紙
） 精

神
的
損
害
の
一
律
的
な
賠
償
の
継
続
を
求
め
る
意
見
書 

 

東
京
電
力
に
お
い
て
は
、
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
の
中
間
指
針
追
補
を
受
け
、
自
主
的
避
難
等
対
象
区
域
と
さ
れ
た
本
市
等
の
妊
婦
を
除
く
大
人
に
対
し
、
平
成

二
十
三
年
四
月
二
十
二
日
ま
で
の
一
律
的
な
賠
償
分
と
し
て
、
八
万
円
の
精
神
的
損
害
等
に
対
す
る
賠
償
を
行
っ
た
。 

そ
の
後
、
追
加
的
費
用
等
に
対
す
る
賠
償
と
し
て
、
妊
婦
を
除
く
大
人
に
対
し
て
は
四
万
円
の
賠
償
を
支
払
う
と
さ
れ
た
が
、
こ
の
四
万
円
の
中
に
精
神
的
損
害
に
対
す

る
賠
償
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
初
期
の
混
乱
期
と
さ
れ
る
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
二
日
ま
で
が
、
精
神
的
損
害
の
賠
償
の
対
象
で
あ
り
、
ま
た
、
妊
婦
と
十
八
歳
以
下
の

子
ど
も
に
つ
い
て
も
、
平
成
二
十
四
年
八
月
三
十
一
日
ま
で
を
精
神
的
損
害
等
に
関
す
る
賠
償
の
対
象
と
し
、
そ
れ
以
降
、
い
わ
ゆ
る
精
神
的
損
害
に
関
す
る
一
律
的
な
賠

償
に
つ
い
て
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。 

本
市
議
会
の
調
査
に
お
い
て
も
、
市
民
の
精
神
的
苦
痛
の
存
在
は
認
め
つ
つ
も
、
「
一
律
定
額
の
賠
償
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
八
月
末
で
終
了
し
、
以
降
の
賠
償

に
つ
い
て
は
、
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
と
の
相
当
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
原
子
力
損
害
が
発
生
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
、
個
別
の
事
情
を
伺
い
対
応

す
る
」
と
の
見
解
が
東
京
電
力
か
ら
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
に
お
い
て
も
市
民
は
、
低
線
量
被
曝
に
お
び
え
、
精
神
的
苦
痛
や
不
安
を
感
じ
る
中
で
の
生
活
を
強
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
状
況
は
、
精
神

的
損
害
が
現
在
も
継
続
し
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
一
種
の
継
続
的
な
不
法
行
為
を
受
け
て
い
る
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。 

 

よ
っ
て
、
国
に
お
い
て
は
、
原
子
力
政
策
を
国
策
と
し
て
推
進
し
て
き
た
責
任
の
も
と
、
本
市
を
含
む
自
主
的
避
難
等
対
象
区
域
に
お
け
る
住
民
の
い
ま
だ
に
続
く
精
神

的
損
害
に
つ
い
て
、
個
別
具
体
的
な
事
情
に
よ
る
損
害
の
賠
償
は
も
と
よ
り
、
原
子
力
災
害
に
起
因
す
る
損
害
と
し
て
一
律
的
な
賠
償
の
継
続
を
、
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争

審
査
会
に
お
け
る
「
指
針
」
に
明
記
し
、
東
京
電
力
に
対
し
て
は
そ
の
実
施
に
つ
い
て
指
導
す
る
よ
う
強
く
求
め
る
。 

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。 

  
 
 

平
成 

 

年 
 

月 
 

日 

福
島
市
議
会
議
長 

 

佐 
 
 

藤 
 
 
 

一 
 
 

好 

 

 
 

衆

議

院

議

長 
 

 

 
 

参

議

院

議

長 
 

 

 
 

内

閣

総

理

大

臣 
 

 

 
 

文

部

科

学

大

臣 
 

 

 
 

経

済

産

業

大

臣 
 

 

 
 

復

興

大

臣 

 

（
提
案
理
由
） 

 

国
に
対
し
、
本
市
を
含
む
自
主
的
避
難
等
対
象
区
域
に
お
い
て
精
神
的
損
害
の
一
律
的
な
賠
償
の
継
続
を
求
め
る
た
め
本
意
見
書
を
提
出
す
る
。 
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議
案
第
八
十
四
号 

 原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
解
決
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
総
括
基
準
及
び
和
解
事
例
の
「
指
針
」
へ
の
反
映
と

和
解
仲
介
案
が
尊
重
さ
れ
る
制
度
の
構
築
を
求
め
る
意
見
書
提
出
の
件 

  

本
議
案
を
、
福
島
市
議
会
会
議
規
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
別
紙
の
と
お
り
提
出
い
た
し
ま
す
。 

  
 

平
成
二
十
六
年
八
月
十
二
日 

  
 
 
 

福
島
市
議
会
議
長 

佐 

藤 
一 
好 

様 

  

提 

出 

者 

東
日
本
大
震
災
復
旧
復
興
対
策
並
び
に 

原
子
力
発
電
所
事
故
対
策
調
査
特
別
委
員
会 

委
員
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小

野 
 

京 

子 
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あ 

て 

（
別
紙
） 原

子
力
損
害
賠
償
紛
争
解
決
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
総
括
基
準
及
び
和
解
事
例
の
「
指
針
」
へ
の
反
映
と

和
解
仲
介
案
が
尊
重
さ
れ
る
制
度
の
構
築
を
求
め
る
意
見
書 

 

東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
か
ら
三
年
を
経
過
し
た
現
在
も
、
多
数
の
市
民
が
放
射
能
へ
の
不
安
や
苦
痛
の
中
で
の
生
活
を
余
儀 

な
く
さ
れ
て
い
る
。 

そ
う
し
た
中
で
、
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
解
決
セ
ン
タ
ー
は
、
多
く
の
申
立
て
に
共
通
す
る
問
題
点
に
関
し
て
一
定
の
基
準
を
示
す
総
括
基
準

を
策
定
し
、
あ
わ
せ
て
、
損
害
賠
償
が
迅
速
か
つ
適
切
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
資
す
る
た
め
に
和
解
事
例
を
公
表
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
総
括
基
準

や
和
解
事
例
が
、
賠
償
す
べ
き
損
害
と
し
て
類
型
化
し
た
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
の
「
指
針
」
に
反
映
さ
れ
れ
ば
、
東
京
電
力
福
島
第
一

原
子
力
発
電
所
事
故
の
多
数
の
被
害
者
に
対
す
る
、
混
乱
や
不
公
平
感
を
減
ず
る
こ
と
と
な
り
、
ま
た
、
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
解
決
セ
ン
タ
ー

に
申
立
て
を
行
っ
て
い
な
い
被
害
者
に
対
し
て
も
、
賠
償
の
範
囲
が
明
確
と
な
る
。 

さ
ら
に
、
東
京
電
力
に
お
い
て
は
、
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
解
決
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
和
解
仲
介
案
の
一
部
を
拒
否
し
、
あ
る
い
は
、
回
答
期
限

を
延
長
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
対
応
は
、
本
市
議
会
の
調
査
に
お
い
て
招
致
し
た
、
東
京
電
力
の
参
考
人
の
「
新
・
総
合
特
別
事
業
計
画
に
お

け
る
三
つ
の
誓
い
の
中
に
掲
げ
た
、
和
解
仲
介
案
の
尊
重
を
全
社
挙
げ
て
取
り
組
む
」
と
の
見
解
に
反
し
て
い
る
。 

 

よ
っ
て
、
国
に
お
い
て
は
、
原
子
力
政
策
を
国
策
と
し
て
推
進
し
て
き
た
責
任
の
も
と
、
被
害
を
受
け
た
全
て
の
市
民
が
、
迅
速
か
つ
完
全
に 

賠
償
が
な
さ
れ
る
よ
う
次
の
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。 

一 

原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
解
決
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
総
括
基
準
や
和
解
事
例
に
つ
い
て
、
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
に
お
い
て
、
具
体
的
か

つ
明
確
に
「
指
針
」
に
反
映
さ
せ
る
こ
と 

二 

原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
解
決
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
和
解
仲
介
案
が
尊
重
さ
れ
る
制
度
を
構
築
す
る
こ
と 

 

以
上
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。 

  
 
 

平
成 

 

年 
 

月 
 

日 

福
島
市
議
会
議
長 

 

佐 
 
 

藤 
 
 
 

一 
 
 

好 
 

 
 

衆

議

院

議

長 
 

 
 
 

参

議

院

議

長 
 

 
 
 

内

閣

総

理

大

臣 
 

 
 
 

文

部

科

学

大

臣 
 

 
 
 

経

済

産

業

大

臣 
 

 
 
 

復

興

大

臣 
 

（
提
案
理
由
） 

 

国
に
対
し
、
被
害
を
受
け
た
全
て
の
市
民
が
、
迅
速
か
つ
完
全
に
賠
償
が
な
さ
れ
る
よ
う
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
解
決
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
総
括 

基
準
及
び
和
解
事
例
の
「
指
針
」
へ
の
反
映
と
和
解
仲
介
案
が
尊
重
さ
れ
る
制
度
の
構
築
を
求
め
る
た
め
本
意
見
書
を
提
出
す
る
。 
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議
案
第
八
十
五
号 

 原
子
力
災
害
の
損
害
賠
償
に
関
す
る
責
任
あ
る
対
応
を
求
め
る
決
議
提
出
の
件 

  

本
議
案
を
、
福
島
市
議
会
会
議
規
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
別
紙
の
と
お
り
提
出
い
た
し
ま
す
。 

  
 

平
成
二
十
六
年
八
月
十
二
日 

  
 
 
 

福
島
市
議
会
議
長 

佐 
藤 

一 

好 

様 

  

提 

出 

者 

東
日
本
大
震
災
復
旧
復
興
対
策
並
び
に 

原
子
力
発
電
所
事
故
対
策
調
査
特
別
委
員
会 

委
員
長 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小

野 
 

京 

子 
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（
別
紙
） 原

子
力
災
害
の
損
害
賠
償
に
関
す
る
責
任
あ
る
対
応
を
求
め
る
決
議 

 

原
子
力
災
害
に
よ
る
被
害
が
、
い
ま
だ
収
束
の
目
途
が
立
た
な
い
中
、
本
市
に
お
い
て
は
多
く
の
市
民
が
、
放
射
能
へ
の
不
安
や
苦
痛
の
中
で

の
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
状
況
は
、
東
京
電
力
に
よ
る
一
種
の
継
続
的
な
不
法
行
為
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
解
決
セ
ン
タ
ー
が
提
示
し
た
和
解
仲
介
案
に
つ
い
て
、
東
京
電
力
が
拒
否
す
る
事
例
も
見
受
け
ら
れ
、

こ
う
し
た
対
応
は
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
実
効
性
の
低
下
や
形
骸
化
を
招
く
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
多
数
の
市
民
に
つ
い
て
ご
く
わ
ず
か
の
期
間
し
か
精
神
的

損
害
は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
本
市
に
係
る
自
治
体
の
損
害
賠
償
に
つ
い
て
も
、
十
分
な
対
応
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
誠
に
遺
憾
で
あ
る
。 

原
子
力
災
害
の
損
害
賠
償
に
関
し
責
任
あ
る
対
応
が
求
め
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
状
況
に
鑑
み
、 

一 

原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
審
査
会
の
「
指
針
」
は
、
賠
償
範
囲
の
最
小
限
の
基
準
で
あ
る
こ
と
を
深
く
認
識
し
、
原
子
力
損
害
賠
償
紛
争
解
決

セ
ン
タ
ー
の
和
解
仲
介
案
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る 

二 

原
子
力
災
害
に
係
る
全
て
の
損
害
に
対
し
、
原
子
力
災
害
が
完
全
に
収
束
す
る
ま
で
の
間
、
賠
償
を
継
続
し
、
あ
わ
せ
て
原
子
力
災
害
の
早

期
収
束
を
図
る
べ
き
で
あ
る 

三 

個
人
や
事
業
主
が
除
染
実
施
計
画
に
準
じ
、
独
自
に
実
施
し
た
全
て
の
除
染
費
用
に
つ
い
て
も
賠
償
の
対
象
と
し
、
自
主
的
な
避
難
等
に
係

る
賠
償
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
態
に
見
合
っ
た
十
分
な
賠
償
を
最
後
ま
で
確
実
に
行
う
こ
と
に
加
え
、
全
て
の
被
害
者
が
確
実
に
賠
償

さ
れ
る
よ
う
未
請
求
者
へ
の
周
知
等
に
つ
い
て
適
切
に
対
応
す
べ
き
で
あ
る 

四 

市
民
の
安
全
安
心
を
守
る
た
め
の
様
々
な
費
用
や
地
域
復
興
の
た
め
に
要
し
た
費
用
及
び
普
通
税
・
目
的
税
の
減
収
分
に
つ
い
て
は
、
東
京 

電
力
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
と
の
相
当
因
果
関
係
が
当
然
認
め
ら
れ
、
原
子
力
災
害
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
税
の
減
収
分 

に
つ
い
て
は
、
「
指
針
」
に
お
け
る
「
特
段
の
事
情
」
が
あ
る
も
の
と
し
て
、
本
市
が
請
求
し
て
い
る
全
額
に
つ
い
て
、
迅
速
か
つ
確
実
に
賠
償 

を
行
う
べ
き
で
あ
る 

五 

本
市
を
含
む
自
主
的
避
難
等
対
象
区
域
に
お
け
る
住
民
の
い
ま
だ
に
続
く
精
神
的
損
害
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
な
事
情
に
よ
る
損
害
の

賠
償
は
も
と
よ
り
、
原
子
力
災
害
に
起
因
す
る
損
害
と
し
て
、
一
律
的
な
賠
償
を
継
続
す
べ
き
で
あ
る 

以
上
、
決
議
す
る
。 

  
 
 

平
成 

 

年 
 

月 
 

日 

福 
 

島 
 

市 
 

議 
 

会 

 

 
 
 

（
提
案
理
由
） 

 

原
子
力
災
害
の
損
害
賠
償
に
関
し
、
原
因
者
の
責
任
あ
る
対
応
を
求
め
る
た
め
本
決
議
を
提
出
す
る
。 


